
 

 

 

第１回 北広島市外部評価委員会 会議録 
 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 2２年５月３１日（月） 

午前９時 00 分～9 時 50 分  

会場：本庁舎（２階）会議室  

 

出席者 

評価委員 天羽 浩、神沼幸子、小松直之  

澤井將美、村川 亘 

事務局  岩泉企画財政部長、工藤改革推進課

課長 西澤主査 川口主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の要点を付記し、正確を期するためにここに署名する。 

 

 

 

 

 

         委員長   村 川   亘 

 

 

 

         署名委員  天 羽   浩 

 

 

 

 

 

 

 



１ 開会 事務局の司会進行により開会。 

 

２ 委嘱書の交付 上野市長、各委員へ委嘱書を交付。 

 

３ 市長あいさつ（要旨） 

    本日は、大変お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。 

只今、外部評価委員として委嘱書を交付させていただきました。委員の選任にあた

りましては、皆様方に快くお引き受けいただきまして、心より感謝を申し上げます。

この外部評価委員会も、平成１９年度にスタートしましております。皆様方には、

昨年は事務事業評価、また補助金等の評価を頂きながら、またこの委員会の在り方

等についても提言をいただいたところであります。 

昨年末条例制定をさせていただきました。条例に基づきまして評価委員会を運営さ

せていただくこととしております。当市におきましては、平成１７年に行財政構造

改革実行計画を策定させていただきまして、１０年間の計画によりまして、行財政

の構造改革を行っております。 

昨年末５年目を過ぎまして、約８０％を超える改革を実行できているところであり

ます。しかし、この内外の我々を取り巻く環境は厳しいものがあります。これから、

皆様の評価を頂きながら、さらに適正な執行をしてまいりたいと考えております。 

皆様方には大変お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたしまして、ご挨拶と

させていただきます。  （この後、市長退席。）    

 

４ 委員・事務局紹介 

 

５ 委員長の選出 

    事務局、選出方法を問う。「事務局一任」の声あり。事務局から村川委員を委員長

として提案し、全員の了承を得た。（次第６「議事」以降、村川委員長により司会進

行。） 

 

６ 議事 

 

（１）副委員長の指名について 村川委員長、澤井委員を副委員長に指名。 

（２）議事録署名委員の指名について  

事務局より委員長と各委員輪番制による２名の署名を提案、今回は、村川委員

長と天羽委員の２名を署名委員として提案し、全員の了承を得た。 

 

（３）委員会の運営方法について 

事務局より評価委員会の公開について、原則公開することで了承を得る。 

（４）評価の実施方法について 事務局、資料等に基づき説明。 

  ① 施策評価の実施について 

    本年度から初めて取り組む評価であり、各施策の構成事業に優先度を付ける方

法で実施することとした。 

  ② 対象施策及び補助金の選定について 

評価対象の施策については、第１章第１節３｢医療体制の充実｣、第４節２「社



会参加の促進」、第４章第２節３「教育内容の充実」の３施策を対象とし、補助金

については、後日決定することとした。 

 

（５）その他 

   次回の日程について、６月３０日（水）午後３時から開催することとした。 

 

 

７ 閉 会 （14：42） 

 



主な質疑応答・意見など 

（委員長） 過去３年の外部評価委員会の中から出てきた課題をくみ取り改善した内容で

あるが、勉強会とヒアリングの相違、評価の方法などについての質問を受けた

い。 

（委員 D） ３施策の構成事業について勉強会を開催したのちにヒアリングをまとめて行

うことになると期間が開きすぎるので、第２回の勉強会で１施策の構成事業に

ついて行ったら、次回に担当部局とのヒアリングを実施し、その次に別の施策

の構成事業について勉強会を開催するようにしていただきたい。 

（委員長） 全体のスケジュールは昨年と大幅には変わらないのか。 

（事務局） 昨年とは大幅に変わることはないように考えている。 

（委員長） 昨年までの評価と違い、構成事業の優先順位をつける評価になるのか。 

（事務局） 優先順位をつけることではなく、３～４段階の優先度を付けていただきたい

と考えている。 

（委員長） 対象施策の選定はいつするのか。３施策の案はあるのか。 

（事務局） ６施策の中から６０事務事業は可能ではないかと考え、第１章第１節３｢医療

体制の充実｣、第４節２「社会参加の促進」、第４章第２節３「教育内容の充実」

の３施策を案として考えている。 

（委員長） 皆さんの中でこの施策を評価してみたいというのがあれば出していただきた

い。 

（委員Ａ）  本年は施策単位の評価になるが、その評価調書はあるのか。 

（事務局） 各担当部局から事務事業評価調書の提出があり、それに基づき改革推進課で

施策評価調書を作成し、勉強会の事前に各委員へ送付しようと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙）


